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信
用
披
張
ミ
銀
行
流
動
性

中

ノ主、

1=1-

貰

一
、
序

冨

銀
行
の
本
慣
が
輩
な
る
信
用
の
媒
介
に
存
す
る
か
鼎
又
信
用
の
創
造
に
存
す
る
か
、
・
却
ち
銀
行
業
務
に
於
て
第

一
次
的
な
る
も
の
は
ぞ
の
受
信
業
務
な
る
か
、

或
は
授
信
業
務
な
る
か
の
問
題
は
、
今
日
向
意
見
の
一
致
一
佐
見
ぢ

川

J

F

A
山

一

3
k
?
J
u
-
-
:
、J
t
k
v
J
J
J
川
町
一

r
t
u
i
h

甲

2
1
-
v
〕
リ
h

「
;
司

zr-3L
、、

ZE
所
で
J
d
戸
ご
僻
[
ペ
hc-
主
U
中
止
i

{
斗

k
c
J
I
c
d
才

力

問

l
R守
u
fィ
I
1

甘
日
4
L
i
-
-
v

T責
'i注

と
し
て
受
入
れ
た
る
よ
り
も
多
〈
の
貸
方
勘
定
を
許
奥
す
る
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
も
信
用
を
造
り
出
す
も
の
で
あ

る
と
言
ふ
事
は
、
内
外
の
曲
学
者
の
聞
に
於
て
、
ム
ー
や
会
〈
異
論
な
き
所
と
な
っ
て
ゐ
る
。
只
、
小
切
手
制
度
の
費

蓮
せ
る
英
米
の
商
業
銀
行
と
、
主
と
し
て
預
金
振
替
制
度
の
行
は
る
る
濁
逸
及
び
其
の
他
の
欧
洲
諸
国
の
信
用
銀

行
と
の
聞
に
は
、
多
少
程
度
の
差
は
存
す
る
も
、
等
し
く
信
用
を
撰
張
す
る
の
黙
に
於
て
は
何
等
の
差
異
を
見
出

さ
な
い
。

銀
行
は
又
、
今
日
一
の
替
利
事
業
'
と
し
て
存
在
す
る
。
故
に
砦
利
主
瞳
と
し
て
の
銀
行
炉
、
出
来
る
だ
け
其
の

信
用
を
憤
張
す
る
と
同
時
に
其
の
資
金
を
最
も
有
利
な
る
方
面
に
投
下
せ
ん
と
欲
す
る
の
は
、
蓋
し
営
然
の
事
柄

で
あ
る
。
然
る
に
此
の
希
望
は
、
同
じ
く
銀
行
の
抱
〈
所
の
他
の
希
望
に
よ
っ
て
制
限
せ
ら
れ
、
ざ
る
を
特
な
い
の

で
あ
る
。
業
の
第
二
の
希
望
と
は
何
か
、
即
ち
銀
行
の
安
全
性
と
呼
ば
る
る
も
の
に
し
て
、
如
何
な
る
盤
、
描
界
の

信
用
援
張
と
銀
行
疏
動
性

第
三
十
三
巻

第
三
時
腕

大A

王E

四
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信
用
撰
張

と
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
巻

四

一
二

第
三
號

九
六

鍵
動

に
際

し

て
も
能

く
破
産

よ
り
免
が

れ
、
以

て
永

く
其

の
業
務

を
継
績

せ
し
め
ん
と

の
希
望

で
あ

る
。
而

し
て

此

の
安
全
性

こ
そ

、

一
国
経

濟
赴
界

に
資

金
を
調
達

し

て
其

の
登
展

を
助
長

す
可

き
銀
行

に
と

り

て
は
、

正

に
賦

課

さ

れ
た

る
肚

會
的
義
務

な

り
と
言

は

ね
ば
な
ら

な

い
。

斯

く
て
銀
行

は
、
螢

利
性

と
安
全
性

、
即
ち
相
矛

盾

す
る

二

つ
の
原
則

の
支

配

を
受
け

る
。

一
方
信
用

を
鑛

張

す

れ
ば

、
長
期

の
債
権

に
謝

し

て
短
期

の
債
務

を
負
櫓

す

る
事

益

々
大

に
、
資

金
を
有
利
な

る
方
面

に
投
下

せ
ん

と
欲

す
れ
ば

、
益

々
其

の
固

着

す

る
を

免
が
れ
得

な

い
。
銀
行

が
信
用
を
旗

躾

す
る

に
當

り
、
流
動
性

に
關

す

る

湾
慮

が
決
定

的
要

素
を

な
す
所
以

も
亦

、
弦

に
存
引

る
の
で
あ

る
。

然

ら
ば
銀

行

の
流
動
性

に
關

す

る
考

慮

は
、
如
何

な

る
時
代

に
於

て
も
常

に
等

し
き
重
要

さ
を
有
し
又

は
有

し

得

る
で
あ

ら
う

か
。
銀
行

流

動
性

は
、
特

に
今

日

の
経

濟
杜
會
一

即
ち

、取

引

の
大
部

分

に
於

て
は
小
切
手

叉

は
振

替

貸
方
勘
定

が
用

ひ
ら

る
る
も
、
筒
此

等

は
法
貨

た
り
得

す
し

て
、
別

に
銀
行
券

及
び
鋳
貨

の
並
用

せ
ら

れ

る
所

の
、
所
謂

現
金
節

約
縄
濟
-

に
於

て
、
其

の
最

も
重
要

な

る
を
認

め
ら

れ

る
の
で
あ

る
。
試

み
に
、
現
金

の
み
が
用

ひ
ら

れ
た

る
過
去

の
経
済

肚
會

を
考

へ
や
う
。
此

の
時
代

の
経
濟
祀
會

に
於

て
は
、
銀
行

は
、
其

の
受
入

れ
た

る

預

金
額

以
上

に
信

用
旗
振

を
な

す
を
得

な

い
。
而

も
其

の
預

金

た

る
や
、
原

則
と
し

て
、
公
衆

に
於

て
は
不

必
要

な

る
貨

幣

よ
り
成

り
、
且
比
較

的
長
期

の
も

の
な

り
し
駕

め
、

受
信
業
務

と
投
信
業
務
と

の
期
限

を

一
致

せ
し
む

可

き
銀
行

法
則
も
、
亦
或

る
程
度

迄

は
遵
守

さ
れ
得

た

の
で
あ

る
。
故

に
斯

か
る
時
期

に
於

て
は

、
銀
行

が
支
彿

不
能

に
陥

る
事

も
比
較

的

に
少

く
、
流

動
性

の
考
慮

も
亦
大

し

た
重
要
さ

を
有
し
な

い
。
然

ら
ば

次

に
、
今

日
の

現
金
節
約

経
濟

が
極
度

に
登
達

し

て
、
純
粋

な

る
無

現
金
経
済

-
即
ち

、中

央

振
替

銀
行

に
饗

す

る
貸

方
勘

定

と
、

3)橋 爪 氏 ・前 掲 書 、 一 九 八 頁

4)肺 戸 博 士:理 論 経 済 問 題 、 四 九 頁(所 謂Wagn日 じの 原 則)

高 垣 博 士:前 掲 書 、 二 五 二 頁

A.Hesse=AUgemeineVo11{swirtschaftstehre.【5AWLS.79.

5)A.Hahn=Volksw・Theoried・Banklc・3AulLS・59・



各

信
用
銀
行

の
許
興

す

る
振
替
貸

方
勘

定
及

び
小
切
手
貸

方
勘
定

の

み
が
、
支
彿
手
段

と
し

て
用

ひ
ら

る

る
肚
會

と

な
ら
ば

、
銀

行
流

動
性

は
如

何
な

る
意
義

を
持

つ
事

と
な

る

べ
き
か
。
此

の
場

合
、
若
し
統
制

あ

る
振
替

本
位

が

行

は
る

る
時

は
、
中

央
振
替

銀
行

に
封

ず

る
貸

方
勘
定

は
、
今

日

の
所
謂

現
金
と
等

し
き
も

の
と
な

っ
て
各
銀

行

に
於

け

る
貸

方
勘

定

の
準
備

と
な
b

、
今

日

の
経
濟

批
會

に
於

け

る
流
動
性

の
理
論
を
其

の
儘
適

用
し
得

る
の

で
あ
♂
。
叉

若
し
此

の
中

央
振
替
銀
行

が
無

限

に
貸

方
勘
定
を
許

興
す

る
時

に
は
、
銀
行
流

動
性

は
殆
ん

ど
意
義

を
持

た

ぬ
事

と
な

る
。

故

に
私

は
、
問
題

を
今

日
の
経
済
肚

會

に
限

定

し
、
今

日

の
如

き
現
金
節

約
経
済

に
於

て
、
銀
行
流

動
性

と
は

如

何

な

る
も

の
を
意
味

す

る
か
、
叉

信
用
猫

眼

に
謝

し
て
如

何
な

る
閣
係

に
立

つ
か
を
究
む

る
事

と

し
た

い
。
而

も
本
稿

に
於

て
は
圭

と

し
て
信

用
銀
行

の
流

動
性

を
取

扱
ひ

、
中

央
登
券

銀
行

の
流

動
性

に
聞

し

て
は
之

を
他

日

の
機
會

に
譲

る
事

と
す

る
。

二
、
銀
行
流
動
性
の
意
義

銀
行
が

信
用

を
許

興

す
る

に
當

り

、
債
務

者
が
第

一
流

な

る
事

を
前
提

す

れ
ば

、
只
銀
行

の
流
動
性

の
み
を
考

慮

す

れ
ば

よ

い
、
と

言
は

れ
て
る

る
。
然

ら
ば

其

の
流
動
性

と
は
如
何
な

る
も

の
か
。
之

を
定
義

す

る
よ
り
前

に
、

一
慮

、
主

と

し
て
濁
逸

の
學
者

の
述

ぶ
る
所

を
窺

は
う

。
蓋

し
、
濁
逸

に
於

て
も
、
「
流

動
性
」

な

る
言
葉

は
諸

種

の
意
味

に
用

ひ
ら

札
、
從

っ
て
銀

行
流
動
性

に
謝
し

て
も
、
多

種
多
様

の
説

明
が
與

へ
ら

れ
居

る
が
故

で
あ

る
。

先

づ
概

念

上
、
流

動
性

は
、
國

民
経
済
的

流
動
性
と
私
経
済

的
流
動
性

と

の
二
者

に
分
ち
得
ら

れ

る
。
今

バ
ー

信
用
援
張
と
銀
行
流
動
性

第
三
十
三
巻

四
「=
二

第
三
號

九
七
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信
用
援
張
と
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
巻

四

一
四

第
三
號

九
八

ン
に
よ
れ
ば

、
国

民
経
濟

的
流

動
性
と

は
、

一
図

の
絡

て
の
銀
行
が

そ

の
資
産

を
責

却
し

て
自
ら
清

算

し
得

る
能

力

、

に
し

て
、
景
気

墾

動
を
拘
束

す

る
爲

に
、

一
國

の
絡

て
の
銀
行

が
信
用
牧
縮

を
企

つ
る
時

に
、
問
題

と
な

る

の

の

で
あ

を
。
然

し
乍

ら

、
彼
自

ら

も
述

べ
居

る
が
如

く
、
斯

か

る
景
気

調
節

に
封
ず

る
考
慮

は
寧

ろ
中
央

登
券

銀

行

の
職
務

に
し

乃
、
裁

で
は
問
題

と

せ
ざ

る
所

で
あ
り

、
他

の
ぞ

の
學
者

も
、
殆

ん
ど
皆

、
所

謂
私
讐

射
流

。

動
性

に
重

き
を
置

い
て

み
る
の
で
あ

る
。

冷

然
・
ば
・
の
私
讐

的
纏

・、
は
如
何
な
・
も
の
か
.
已
に
誠剛
に
も
述
べ
し
が
如
く
、磐

霧

に
於
て
は
、

櫨

典

の
授
信
素
雅

に
於

け

る
期
限
が

要
償
楽
勝
,の
そ
れ
と

一
致

す
可

き
事

,
換
書

す
れ
ば

、
要

求
挑
雲

の
他
短
期

の

鐸
饗

膳
離

籍
繋

"讐
擁

矯
灘

繋

鯖脇詰

　

鴛
謬
る飛
燕

蠣
鞭
耀
幾
鞭

口慰
鷺
賦
べ.駝

∵

脚

此
の
愚

を
言
ひ
繋

れ
ば
・
「
磐

が
・
晋

に
て
も
容
易
に
・
其
の
霧

を
馨

し
得
る
能
吻
」
と
言
び
碍
蕊

轄

-
、
庵

て
銀
行
隷

の
概
念
・
　

の
に
は
、
三

;

、
七

ξ

フ
♂
、
シ
乱

、

繋

谿
澗
鴇
撫

ハ
ー

ン
竺
寸
が

あ

る
。

然

る
に
、
近

代

の
銀
行

は
、
軍

に
其

の
債
務

の
履
行

能
力

を
有

す

る

の
み
で
は
不
充
分

に
し

て
、
不
時

の
貸
出

㎞
孤

身

山
前

瓦
α

H

要

求

に
も

慮

じ
得

ね

ば

な

ら

ぬ

、
と

言

ふ
事

が

唱

へ
ら

れ

る
。
即

ち

、

ロ
ド

キ
ー

の
如

き

は

、「
銀

行

は
軍

に
資

金

・ー
ー
)
一
)

0

1

2

3

4

工

-

I

I

I

が

逼
迫
し

て

み
る
か
ら

と

て
、
其

の
顧
客

の
正
當

な

る
貸
出
要

求
を
拒
絶

す

る
を
得

な

い
。
若
し
之
を

拒
絶
す

れ



ば

、
次
第

に
其

の
顧
客
を
失

び

て
、
遽

に
は
支

彿
不
能

に
隔

ら

蹟
と
も
限
ら
な

い
。」
と
述

べ
て
み

る
の
で
あ

る
。

故

に
、
銀
行

に
と
り

て
は
、
軍

に
不
時

の
支
彿
要

求

に
慮

す

る
の
み
な
ら
す
、
不
時

の
信
用
需
要

を
も
満
足

せ

し
む
可

き
準
備

を
有

す

る
事

が

必
要

に
し
て
、
此

の
鮎

に
銀
行
流
動
性

の
意
義

を
求

め
る
も
の
が
あ

る
。
然

し
乍

ら
、
斯

か

る
不

時

の
信

用
需
要

は
、
豫
測

す

る
事

困
難

に
し

て
從

っ
て
銀
行

の
貸

借

樹
照
表

上

に
も
表

は
れ
得
ざ

る
故

、
之

を
考

慮

に
入

れ

る
事

は

(
銀
行
経
管
上
如
何
に
重
要
な
り
と
も
)
、

貸

借
歯
黒
表
よ

り
銀
行

流
動
性

を
測

定
す

る

場

合

、
全
然
之

を
不

可
能

な

ら

し
め

る
も

の
で
あ

る
。

更

に
、
銀
行

流

動
性

を
以

て
其

の
債

務
履

行
能

力
と
解

し
乍

ら

、
而

も
そ

の
履

行

が
特

に
貨

幣
(狭
義
の
)
に
よ
b

て
な

さ
れ
得

る
な

ら
ば
、
骸

に
、
貫
徹
巾
的
流

動
性

叉

は
現
金

流
動
性

が
存
在

す
る
、
と
.孵

せ
ら

れ
る
場
合

が
あ

る
。

殊

に

ハ
ー

ン
の
如

き

は
、
此

の
貨
幣
的

流
動
性

に
樹

立

せ
し
め
て
私
経

済

的
流
動
性

を
説
明

し
、
以

て
「
銀
行

が
、

そ

の
債
権

者

よ
り

、
他

の
諸

銀
行
又

は
中

央
振
替
銀
行

に
封

ず

る
貸

方
勘
定

の
形
式

に
於

て
、
彿
出

を
要
求

さ
れ

た

る
場

合

に
、
之

に
慮

じ
得

る
能
力

な
り
。
」
と
し

て
み

る
の

で
あ

る
。
然

し
乍

ら

、
斯

か

る
雨
者

の
匠
別
自
禮

に

幼

は
大

し

た
意
義

が
無

く
、
寧

ろ
、
彼

が
之

に
關
嚇

し

て
述

ぶ

一5
所

の
、
間

接
流
動
性

な

る
概
念

の
方
が

、
遙

か

に

重
要

な

る
も

の
な

る
故

、
以
下
暫

ら

く
之

が
叙
説

を
窺

ふ
事

と

す

る
。

今

、

一
銀
行

か
ら
多
額

の
信

用
が
取

去
ら

れ
る
と

す

る
。
此

の
場

合
、
現
金
叉

は
他
銀
行

に
劃
す

る
貸

方
勘

定

を

以

て
支
彿
ひ
得

ざ

る
限
り

、
此

の
銀
行

は
、
自
己

の
資
産

を
責

卸
す

る
か
、
或

は
信
用
解
約
申

入
を
な
し

て
、

銀
行

債
務
者

を
し

て
其

の
資
産

を
責

却

せ
し

め
ね
ば

な
ら
な

い
。
然

る
に
、
近
代

の
銀
行
信
用

に
於

て
は
、
其

の

債

務
者

の
資
産

が

必
要
な
時

に
且
適

當
な
債
格

に
て
責

却
さ

れ
得

る
榛

に
、
投
資

を
な
す
と
言

ふ
事

が
殆

ん
ど
不

信
用
振
張
と
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
巻

四

一
五

第
三
號
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信
用
損
張
と
銀
行
流
動
性

第

三
十
三
巻

四

一
六

第

三
號

一
〇
〇

可

能

な

の
で
あ

る
。
即
ち

例

へ
ば

、

一
銀
行
が
、
小
切
手
勘
定
貸

方
記
入

の
方
法

に
て
工
業
経
螢

信
用
を
許
與
し

、

之

が
携
出

を

な
し
た
と
す

る
。
此

の
際

、
信

用

の
方

法

に
て
調
達

さ
れ
た

る
財
貨

は
、
そ
れ
が
未
だ
生
産
行

程

に

あ

っ
て
半

製

品

の
状
態

に
あ

る
限

り
、

只
、
債
務
者

に
謝

し

て
の
み
償

値
を
有

し
、
第

三
者

に
謝

し
て
は
殆

ん
ど

無

償
値

に
等

し
き
故

、
之

を
責

却
す

る
事

は
殆

ん
ど
不

可
能

な

の
で
あ

る
。
而

も
銀
行

の
請
求
権
は
、
此

の
債
務

者

の
財
産

が
費

却

せ
ら
れ

る
迄

は
回
収

さ
れ
得

な

い
の
で
あ

る
。

弦

に
於

て
銀
行

ぱ

、
そ

の
債
務

の
履

行

の
爲

に
、
最

早
や
請
求
椹

の
回
収

を
行

ひ
得
ざ

る
事

と
な

り

、
勢

ひ
、

他

の
方
演
が

選
ば

れ
ね
ば

な
ら
な

い
斗

と
な

る
。
師

も
卦
銀
行
債
務
…者

の
資
産

の
曹
八部

に
よ
ら
す

、
銀

行
自
身

の

資

産
從

っ
て
債
務
者

に
劃

す

る
請
求
権
自

膿
を
責
却

す

る
事

に
よ
b

て
、
債
務

の
履

行
を
な

す
可

き
道
が
講

ぜ
ら

れ
ね
ば

な
ら

な

い
。

斯

く
て
、
若
し
銀
行

の
資
産

が
、
通

常

の
商

品
手
形

或

は
国
債

よ
り
成

る
時

は

、
斯

か

る
請
求
権
自

膿

が
或

る

市

場
を
有

し
、
且

つ
、
特

に
中
央
銀
行

に
よ
り

て
も
常

に
受

入
れ
ら
れ

る
故

に
、
容
易

に
費

却
さ
れ
得

る
も

の

に

し

て
、
姦

に
銀

行
流
動
性

は
確
保

せ
ら

れ
る
の
で
あ

る
。

ハ
ー

ン
の
所
謂

「
間
接

流
動
性
」

と
は
、
正

に
此

の
場

甥

合

に
於

け

る
、
銀
行
資
産

の
責
却
可
能

性
を
指

す
も

の
に
外
な
ら

な

い
。

以
上
、
私

は
、
・
ハ
ー

ン
の
所
謂
間
接

流
動
性

に
就

て
、
其

の
大
要

を
明

か

に
し
た

の
で
あ

る
。
而

し

て
,
此

の

意

味

に
於

け

る
間
接
流
動

性

に
こ
そ

、
銀
行
流
動
性

の
本
質

的
特

徴
が
認

め
得

ら

れ
る
の
で
あ

る
。
以
下

、
支
彿

準
備

と

の
比

較

に
於

て
、
其

の
然

る
所
以
を
説

明

し
や
う

。

勃

銀
行

が
其

の
債
務

を
履

行

し
得

る
能
力

を
示

す
も

の
と
し

て
は
、
巳

に
支
佛

準
備

な

る
も

の
が
あ

る
。
然

ら
ば

z8)Hahn=ibid.2Aufl.S.59.,
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之

は
、
等

し

く
銀

行

の
債
務
履

行

の
能
力

を
示
す
可

き
、
銀

行
流

動
性

と
は
、
如

何

に
異

る
か
。
私

は
、
此

の
両

者

は
殆

ん
ど
相
等

し
き
も

の

に
し

て
、
ロ
バ
其

の
重
鮎

の
置

き
所

を
異

に
す

る
の
み
、
と
考

へ
る
の
で
あ

る
。帥

ち

、

前

者

は
、
究

極

に
於

て
は
、
現

金
及

び
総

て
の
流

動
資

産

を
以
て
総

債
務

を
準
備

す
る
も
の
な

れ
ど

、
第

ご
義
的

ふ

に
は
、
現
金
準
備

を
重
要
観

す

る
も

の
で
あ

り
、
反
之

、
後
者

は

、
等

し
く
、
現
金
及
び
総

て
の
流
動
資
産

を
以

て
総
債
務

に
封
ず

る
も

の
な

れ
ど
、
其

の
狙

ふ
所

は
、
寧

ろ
、
資
産

の
責
却
可
能

性

に
存
す

る
の
で
あ

る
。
蓋

し
、

鋤

プ
リ
オ

ン
が

、
「
容
易

に
現

金

に
換

え
得
ら

れ

る
投
信
業
務

の
、
債
務

に
謝
す

る
比
較

關
係
」
を

以

て
、
流
動
性

と

な
し

、

マ
ン
が

、
流
動
性
を

定
義
し

て
、
「
個
人
叉
は
商
會

が
戸
其

の
資
産

の
大

部
分

を
、
大

し
た
損
失

を
蒙
ら

す

し
姦

か
長

倉

換
え
得
蕩

合
、
そ
の
談

を
示
す
も
伽
」
と
毫

、
誓

・

へ
ζ

の
如
　

・
銀
行
の

流

動
性

を
ば

、
銀
行

が
其

の
有

す

る
請
求
権

を
貨
幣

に
換

え
得

る
能

力
」

と
解

せ
る
は
、
實

に
、
此

の
黙
を
強

く

主
張

し
た

る
も

の
で
あ

る
。

以

上

の
如

く
、
濁
逸

の
學
者

が
銀
行
流
動
性

に
甥

し

て
與

へ
た

る
説
明

は
、
實

に
多
種
多
様

で
あ

る
。
然

し
乍

ら

そ

の
大
多
数
は

、
所

謂
私
経
済

的
流
動

性

の

み
を
問

題
と

な
し

、
而

も
、
支

佛
準
備
と

の
比
較

上
、
前
述

の
如

き
銀

行
資
産

の
費

却

可
能
性

に
、
其

の

重
鮎

を

置

い
て
み

る
の
で
あ

る
。
斯

く
て
、
銀
行
流

動
性

と

は
、
「
銀

行

が
、
其

の
総

て
の
流

動
資
産

を
以

て
、
総

債
務

を
履
行

し
得

る
能

力
」

な
り
と
言

び
得
ら

れ

る
の
で
あ

る
が
、
而

も
荷

、
此

の
場

合

に
於

て
も
、

現
金

以
外

の
資
産

の
流
動
性

に
、
其

の
本
質

的
特

徴
を
認
む
可
き

で
あ

る
。

然

ら
ば

、
斯

か
る
意
味

に
於

け

る
銀
行

流
動
性

の
考
慮

が
、
個

々
の
銀
行

に
於

け

る
信
用
嬢
張

に
射

し

て
、
如

何

に
作
用

す

る
か
、
叉

此

の
作
用

は
、
銀

行
組
織
を

全
膿
と

し
て
見

た
る
場
合

に
於

て
、
如

何

に
愛

化
す

る
か

、

信
用
損
張
と
銀
行
流
動
性

第
三
±

=
谷

四
一
七

第
三
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一
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信
用
損
張
と
銀
行
流
動
性

以
下
節

を
分
ち

て
.述

ぶ
る
事

と

す

る
。

第

三
十
三
巷

四

一
八

第
三
號

一
〇
二

三
、
個
々
の
銀
行
に
於
け
る
信
用
鑛
張
と
流
動
性
考
慮

近
代

の
商
業

銀
行
及

び
信
用
銀
行

が
、
軍

に
信
用

の
媒
介

を
な
す

の
み
で
な
く
、
中
央

銀
行

と
相
並
ん

で
、
信
用

の
創

造

を
な
す
と
言

ふ
事

は
P
今

や
異

論
な

き
所

で
あ

る
。
而

も
、
中

央
銀
行

の
信

用
創
造

に
謝

し

て
は
、

各
國

何
れ
も
法
的
制
限
を
設
義

塾
、
商
業
銀
笈

ぴ
信
用
銀
行
の
そ
れ
鋳

し
て
は
・
北
米
集

國
及
び
南
至
聯
邦

を

除

け

ば

(
註
)
.
漁

だ

斯

か

る
制

限

'紹
設

丸

橋

も

の

㌍

見

禄

い

。

註
、
北
米
合
衆
國
に
於

て
は
、
聯
邦
準
備
銀
行
の
加
盟
銀
行
は
、
次

の
準
備
率

に
よ
り
て
、
そ
の
預
金
準
備
を
所
驕
の
聯
邦
準
備
銀
行
に
預
入
れ

33

ね
ば
な
ら
ぬ
。

中
央
進
-備
市
の
銀
行

(
要
求
捕
　現
金

の
)

=
二
。//o

(
有
期
預
金
の
)

三
%

準
.
備

市

の

銀

行

(
同

)

一
〇
%

(
同
.

)

同

地

方

銀

行

(
同

)

七
%

(
同

)

同

文
、
南
至
聯
邦
に
於

て
も
、
地
域
内
の
銀
行
は
、
総
て
、
要
求
灌

葎

封
し
て
は
ぞ

と
も
そ
の

一
三
%
、
期
限
附
債
務

に
射

し
て
は
そ
の
三

イ

%
、
を
、
南
至
準
備
銀
行
に
預
入
れ
ね
ば
な
ら
な

鵬
。

之

に
は
種

々
の
理
由
も
あ

る
で
あ
ら
う

が
、

一
般

に
は
、
準
備
金

の
割

合
を
法
定

す

る
事

が
困
難

に
し

て
、
各

銀
行

の
螢
業
状
態

。
取
引
先

の
内

容
、
そ

の
所

在
地
等

、

一
般

経
済
状
態

に
悉

じ
て
、
各
銀

行
が
自

ら
善

慶

す
可

鋤

き
も

の
と
考

へ
ら

れ
居

る
が
故

で
あ

る
。
斯

く
忙

、
銀
行

の
信

用
籏
張

に
劃
し

て
は
、
準
備
恋
†
に
撤

す
る
考

慮
を

以
て
、
最
も
重
要
な
・
事
柄
と
な
す
も
の
が
多

・
特
長

金
準
備
聖
高
唱
す
る
入
は
・
如
何
に
優
秀
な
る
有
償

28)

29、

30)

3・)

32)

高 垣 博 士;前 掲 書 、 七 七 頁 、C・Phillips:ibid・P・32,
F.」ames:TheEconomicsofMoney,Credit旨:tndBanking.p,195・

IVAufl.Bd・IV・S・135・Prio【1:,,LehrevomBankbetrieb`'imHwb.d,Stsw.

G.G.Munn;"Liquidity"inEncyclopediaofBankingandFinacne..

A.Hesse=a.a.0.S.79.

高 垣 博 士;前 掲 書 、 一 二 頁 、 一 三 一 頁 、 橋 爪 氏:;前 掲 書 、 二 〇 〇 頁



證

券
叉

は
要

求
彿

の
債
樫

と
錐
も

、
そ
れ
ら

は
李
常

事
な

き
日

に
於

て
は

、
之

を
責
卸

し
又

は
回
収

し
て
支
沸

に

充

つ
る
を
得

れ
ど

も
、
豫

知
す

べ
か
ら
ざ

る
預

金

の
取
付

の
爲

の
準
備

と

し

て
は

、
必
ず

し
も
常

に
適

切
な
り
と

物

言

ふ
事

を
得

な

い
、

と

主

張

せ
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

然

し
乍

ら

、
斯

か

る
取

付

の
爲

の
準

備

と

し

て

、

現

金

の

み

が

果

し

て

そ

れ

程

儂

値

あ
・る
も

の
な

の

か

。
換

言

す

れ
ば

、

銀

行

は

、

充

分

な

る
現

金

潅
備

の
無

き

限

り

、

信

用

擢

張

を
冷

然

爲

し
得

ざ

る
も

の
な

る

か

。
此

の

現

金

準
備

の
傘

こ
そ

は

、

正

に

ハ
ー

ン
の
所

謂

「
貨

幣

的

流

動

性

」

に
該

當

す

る
も

の

な

る
故

、
以

下

暫

ら

く
彼

の

意

見

を

(註
)
窺

は

う

。

註
、
ハ
ー
ン
の
銀
行
信
用
理
論
に
は
、
随
分
激
し
き
反
響
論
が
存
ナ
れ
ど
、
其
の
流
動
性
に
關
ナ
る
設
明
の
み
は
、
多
く
の
人
々
の
羅
讃
を
博
し

て
み
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
、
ハ
T
ベ
ル
ラ
ー
の
如
き
も
、「流
動
性
問
題
に
關
す
る
ハ
ー
ン
の
叙
述
-
特
に
そ
の
批
評
的
部
分
に
於
て
、
多
く
の
正

　

　

ホ

れ　

當
な
も
の
・
叉
興
味
あ
る
も
の
を
含
ん
で
み
る
。」
と
蓮

ぺ
、
プ
ル
ノ
i
、
モ
ル
も
、
以
下
述
ぶ
る
が
如
き
、
ハ
ー
ン
の
流
動
性
に
間
す
る
説
明
は
、

非
常
に
卓
見
で
あ
る
と
帯
揚
し
て
み
る
。

帥

ち

、

ハ
ー

ン
は

、
銀

行

よ

り

現
金

の
引

出

さ

る

る
場

合

に
、
其

の
需

要

の
原

因

が

、

公
衆

の
不

安

と

不

信

認

に
存

す

る
か

、

或

は
勢

賃

其

の
他

日

々

の
小

額

の
支

彿

の
旙

な

る

か

に
よ

り

て
、
非
.常

貨

幣

需

要

と

正
常

貨

幣

需

働

要
と

を
分
ち

、
其

の
両
者

に
關

し

て
な
さ

る
可
き
流
動
性

の
考

慮
が
、
信
用
彊
張

に
謝
し

て
制
限

的
致

果
を
有

す

る
や
否

や
を
穢

し

て

み
る
の
で
あ

る
。
只
其

の
述

ぶ

る
所

が

、
個

々
の
銀

行
と
銀
行
組
織
全
燈

と

を
匠
馴

せ
ざ

る

薦

め
、
叙

述
が
幾
分

複
雑
不
分

明

と
な
り
居

る
も
、
大
要

は
次

の
如

く
言

ひ
得

る
で
あ

ら
う
。

非

常
貨

幣
需
要

即
ち
所
謂
貨

幣
恐
慌
は

、
如

何
な

る
國

の
歴

史

に
於

て
も
之
を
見

る
の
で
あ

る
が

、
そ

の
原

因

は
、
全
然

公
衆

の
不

安
と
不
信

認
と

に
存
す

る
の
で
あ

る
。
即

ち
戦
争

其

の
他

の
異
愛

に
際

し
て

、
公
衆
が

、
銀

信
用
損
張
と
銀
行
流
動
性

第
三
十
三
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四
一
九

第
三
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一
〇
三
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信
用
横
張
と
銀
行
流
動
性

.

第
三
+
三
巻

四
二
〇

第
三
號

一
〇
四

行
貸
方
勘
定
の
購
買
力
並
び
に
支
彿
手
段
た
る
盤
質
に
射
し
て
不
安
を
抱
き
、
之
が
代
り
に
銀
行
券
其
の
他
の
現

リ

コ

金
を
得

ん
と
欲

す

る
、
よ
り
生

す

る
も

の
で
あ

み
。

斯

か

る
場
合

に
個

々
の
銀

行

は
、
果
し

て
其

の
要

求
を
満
足

せ
し
む

る
事
が
出
来

る
で
あ
ら

う
か
・
若

し
銀
行

が
濁
力

に
て
之

に
悉

ぜ
ん
と
欲

す

る
な
ら
ば

、
李

素

よ
り
、
其

の
債
務
額

に
等

し
き
額

の
現

金
を
積

み
置

か
ね
ば

な
ら

ぬ

の
で
あ

る
哲

然

し

、
斯

か

る
多
額

の
現

金
を
常

に
庫

中

に
死
蔵

す

る
事

は

、
如
何

な

る
銀
行

に
於

て
も

　

駕

し
得
ざ

る
所

で
あ

る
。
而

も
斯

か

る
場

合

に
於

て
は
、
銀
行
相
互

の
援
助

と
言

ふ
事

も
問
題

と

な
ら

ざ

る
故

・

総

で
の
鍛
行

は
支
彿
不
能

に
隔

ら
ざ

る
セ
得

な

い
の

で
め
る
。

然

し
乍

ら

、
歴
史
上

の
事

實

は
、
斯

か

る
際

に
.

一
國

を
名
状

し
難

き
混
飢

に
捨

て
置

い
た

で
あ
ら
う

か
。
中

央

登
雰
銀
行

が

、
そ

の
銀
行

券
創
造

の
特

灌

を
利
用
し

て
、
各
銀

行
を
援

助
す

る
に
至

る
は

、
我
等

の
齢

に
目
撃

す

る
所

で
あ

る
。
而

も
斯

の
如
き
螢
券
銀

行

の
干
渉

は
、
軍

に
歴
史

上

の
事
實

た

る
に
止
ま
ら
す

し

て
、
今

や

、

経
済

的
論
理

に
基

く
所

の

一
の
原

則
と
考

へ
ら

れ

て
る

る
の

で
あ

る
。
故

に
、

一
見

す
れ
ば
、
貨

幣

的
流
動
性

の

全
然

求

め
得

ざ

る
貨
幣

恐
慌

に
際
し

て
も
、

」銀
行

の
貨
幣

的
流
動
性

は
、
事

實

上
、
常

に
存
在
す

る
も

の
に
し
て
、

の

斯

か

る
場
合

の
貨

幣
的
流
動
性

に
關
す

る
考

慮
は

.
銀
行

の
信
用
許
與

に
射

し

て
何

ら

の
重
要

さ
を
有

し
な

』
。

然

ら
ば
、
所
謂

正
常
貨

幣
需
要
一

例

へ
ば
三

ヶ
月
季
末
毎

に
規

則
的

に
増
加

す

る
貨
幣
需
要

を
も
含

め

て
一
・に

劃
し

て
は
、

ハ
ー

ン
は
如

何

に
考

へ
る
か
。
略

言

す
れ
ば

、
此

の
場
合

に
於

て
も
各
銀

行
は
、
貨
幣
市

場
叉

は
中
央

銀
行

よ
り
其

の
手
段
を
獲
来

る
も

の

に
し
て
、
そ

の
流
動
性

は
常

に
與

へ
謝

れ
て
み

る
の
で
あ

る
。
故

に
、
正
常

貨
幣

需
要

に
閲

し

て
な
さ

る
可

き
流
動
性

の
考
慮

も
亦

、
銀
行

の
信

用
接
張

に
謝

し

て
、
何
等

の
制
限

的
作
用
を

37)
38)

39)
40)

高垣 博士;前 掲 書 、七 七頁G
・Haberlerの 原 文手 許 に無 く、 大北 丈次 郎 氏澤2ノ ・一 ン 銀行信 用 理 論 に

轟懇離離騨 難 認識響



樹

も
な
す

も

の
で
は
な

い
。

以
上

が
、
ハ
ー

ン
の
所
謂
貨

幣
的
流

動
性

の
大
要

で
あ

る
が
、
そ

の
貨

幣

の
代
り

に
、
他

の
銀
行

に
劃

す

る
貸

方

の

勘

定
(叉
は
中
央
振
替
銀
行
に
撤
す
る
貸
方
勘
定
)
を
置

く
な
ら
ば
、
即

ち
彼

の
所
謂
私
経
済

的
流
動
性

に
し

娼
、
斯

か
る
流
動

性

に
閲
す

る
考

慮

の
、
信
用
贋
張

に
封

ず

る
關
係

は
、
亦
前
述

の
貨

幣
的
流

動
性

の
場
合
と
等

し
き
も

の
で
あ

る
。

然

ら
ば

、
個

々
の
銀

行
が

、
或

は
中
央
銀
行

よ

り
或

は
貨
幣

(信
用
)

市
場

よ
り
其

の
手
段

を
獲
得

し
來

る
は

、

如

何
な

る
手
績

に
よ

る
可

き
か
。
之

こ
そ
即
ち

、
彼

の
資
産

の
責

却

に
よ

る
の
他

な

く
、
前

述

の
間
接

流
動
性

こ

そ
、
銀
行

の
信

用
鷹
張

に
際

し

て
最

も
重

要
な

る
役
割

を
演

ず

る
の

で
あ

る
。

短

く

て

ハ
ー

ン
の
意
見

を
絡
揺
す

れ
ば
、
銀
行

は

、
其

の
信
用
振

張

に
際

し
て
,
軍

に
間
接
流
動
性

(投
資
の
流
動

性
)
の

み
を
考
慮

す

れ
ば
、
貨
幣
的

流
動
性
(現
金
準
備
)
及
び
経
済

的

流
動
性
(他
銀
行
に
封
ず
る
貸
方
勘
定
)
は
、
考
慮
す

る

の
要
な
し

、
と
云

ふ
事

と

な
る
。
ロ
バ
、

一
個

の
銀

行
が

、
流

動
性
以
外

の
理
由

よ
り
、
事

實

上
、
無
限

に
信
用
贋

張

を
麗

し
得

な

い
と
云

ふ
事

は
、

ハ
ー

ン
自
身

も
認

め
て
み

る
の
で
あ

る
。
即
ち

、
其

の
資
産

が
如

何

に
流
動
・的

で
あ
適
う

と
も

、

一
個

の
銀
行

が

一
方
的

に
信
用

嬢
張
を
繊
績

す

る
時

は
、
縫
績

的

に
他

の
銀
行

に
射

し
て
債
務

を
負

ふ
事

と
な

っ
て
、
斯

か

る
銀
行

間

の
債
務

の
不
均
衡

は

、
事
買

上
許

さ
れ
得

な

い
が
故

で
あ

る
。

以
上

、

ハ
ー

ン
の
叙
説

を
顧

み
る

に
、
我

々
は
其
庭

に
、
敢

へ
ら

る

る
所

の
人

な

る
も

の
を
見
出

し
得

る
の
で

あ

る
。
即

ち
、
銀
行

の
信
用
振
張

に
謝
す

る
制
限

と
し

て
、
従
来

は
、
殆

ん
ど
現
金
準
備

に
よ

る
制
限

の
み
が
擧

げ

ら

れ
た

の
で
あ

る
が
、
今

日
の
経
済

状
態

に
於

て
は
、
現

金
準
備

そ

の
も

の
よ
り
も
、
寧

ろ
、
其

の
背
後

に
在

b

て
之

を
可

能

な
ら
し

め
得

べ
き
潜

在
力

、
即

ち
投
資

の
流
動
性
叉

は
間
接
流

動
性

に
こ
そ

、
よ
り
強

き
制

限
力

信
用
援
張

と
銀
行
流
動
性

第

三
十
三
巻

四
二

一

第
三
號

一
〇
五
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信
用
据
張

と
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
巻

四
一
=
一

第
三
號

一
〇
六

の

存

す

る
事

を

、

知

ら

し

め

る
が
故

で
あ

る
。

(註
)

の

註
、

ハ
ー

ン
の
如

き
思
想

は
、軍

に
濁
逸

の
み
に
限
ら
れ
ず
、来

國

に
於

て
も

、
ラ

フ
リ

ソ
教
授

が
、彼

の
新
刊
書

の
中

に
展
開

し
て
み
る

の
で
あ
召
。

四

、
銀
行
組

織
全
禮

と
し

で
見

た
る
場

合

に
於
け
る
信

用
櫨
張

と
流

動
性
考
慮

個

々
の
銀
行

に
於

け

る
信
用
振
張

と
流
動
性

と

の
關
係

は
、
巳

に
前
節

に
於

て
述

べ
た

る
所

で
あ

る
。
然

ら
ば
、

一
団

に
於

け
る
銀

行
組
織

を
全
膿
と

し

て
見

る
場
合

に
は
、
此

の
問
題

は
如

何

に
表

は
れ
来

る
か
。
此

の
鮎
は

、

ゆ

ハ
ー

ン
に
よ
り

て
は
明
確

に
囁
別

さ
れ
居
ら
ざ

る
も

の
で
あ

る
が
、
理
論
土
蛮

際

上

の
要

求

よ
り
し

て
、
問

題
を

此

鮎
迄
登

展

せ
し
め
ね
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

先
づ
最
初

に
、
現
金

準
備

を
以

て
銀
行

の
信

用
籏
張

に
封

ず

る
最
後

的
決

定
根
慷
と
な

す
人

々
の
詠

、
を
窺

は

う
。
彼
等

に
從

へ
ば

、
信

用
婚
張

の
範

園
を
決
定

す
可
き
現
金

と
は
、
個

々
の
銀

行

の
場
合

に
は
、
所

謂
現

金
の

外

に
他
銀
行
宛

の
小
切
手

叉

は
貸

方
勘

定
を
含
む

も

の
な

る
が

、
銀
行

組
織
全
髄

を
見

る
場

合

に
は
、
嚴

に
現
金

の

(中
央
銀
行
預
金
蔑
高
を
含
む
)
の
み
に
限

ら
れ
、
他
銀

行
宛

の
小

切
手
叉
は
貸

方
勘

定

は
之
を
含
ま

な

い
の
で
あ

義
。
而

も
肚
會

の
支

彿
慣
習

は
略

不
愛

に
し

て
、
公
衆

の
小
切

手
又

は
振
替
勘

定
使

用

の
程
度

と
現
金
使
用

の
程
度

と
が
、

常

に

一
定

の
比
率

を
保

つ
故

、

一
國

に
造
り
出

さ

る
可
き
侶
用

の
額

は
、
貨

幣

の
存
在
量

に
よ
り
て
嚴
密

に
規
定

さ

る
可

き
も

の
な
り
と

、
此
等

の
論
者

は
考

へ
る
の
で
あ

煽
。

然

し
乍

ら

、

一
の
國

民
経
濟

に
於

て
用

ひ
ら

る
可
き
信
用

の
額

が

、
斯

の
如

き
狭
義

の
貨
幣

の
存
在
量

に
依

存

す
可

き
も

の
な

る
か
。

一
国

の
信
用

機
構

は
、
左

程

に
迄
弾
力
性

を
訣

く
も
の

で
あ
ら
う

か
。

以
下
、
右

の
論
者

と

は
全
然

反
射

の
説
明

を
與

へ
た

る
、

ハ
ー

ン
の
叙
述

を
顧

み
や
う

。

斗7)

甥
50)
51)

a.a.O.S,62,
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先

づ
貨

幣
恐
慌

の
場
合

を
見

る
に
、
此

庭

で
は
明

か

に
、
個

々
の
銀

行

に
於
け

る
と

、
銀
行
組
織
全
膿

に
於

け

る
と

の
間

に
、
何
等

の
差
異

が
存

し
な

い
。
即

ち

、
現
金

取
引

に
敷
倍

す

る
信
用
取
引

の
行

は

れ
る
今

日

の
肚
會

に
於

て
、
公
衆

が

、
銀

行
貸
方
勘
定

の
貨
幣

的
性
質

に
不
安

を
抱
き
て
、
現
金

に
よ

る
彿

出
を
要
求

す

る
な
ら
ば

、

全
銀

行
が
忽

ち

に
し

て
支
沸
不
能

に
陥

る
は
、
誠

に
明
か
な

る
所

で
あ

る
。
而

し
て
斯

か
る
際

に
於

て
、
登
券
銀

行

が
非

常
手
段

に
出

づ
可

き
は

、
已

に
前
述

の
所

で
あ

る
。

然

る

に
、

日
常
取
引

の
爾

の
賃

幣
需
要
即

ち

正
常
賃
幣
需

要

の
場
合

は
如

何

で
あ
ら

う

か
。
個

々
の
銀

行

の
場

合
な

ら
ば

、
そ
の
流
動
資
産

の
萱

却

に
よ
り

て
、
貨
幣

市
場

よ
b
容
易

に
之

を
獲
ら

る

る
も
、
銀
行
組
織

全
膿
と

し

て
見

る
爵

は

、
其

瑛

に
磁
、
現
金
準
備
↓
工
張

論
者

の
者

へ
居

る
榛

な

,

…
定
額

の
貨
幣

の
存
在

と
満

ふ
事
が

必

要

な

の

で
は
な

い
か
。

ハ
ー

ン
は
此

庭

で
も
亦

、
全

く
反
射

の
見
解
を
表
明

し
て
み

る
の
で
あ

る
。

即

ち

、
先

づ
第

一
に
、
今

日

の
経
濟

肚
會

に
於

て
ば

、
現
金

に
よ

る
支
彿
が

全
然
問
題

と
な
ら
ざ

る
範

域
が
存

在

す

る
。
卸
責

商
業

の
或
信
用

及
び
取
引
所
信
用

の
範
域
が
之

に
し

て
、
今

の
場

合

に
は
全

く
問
題
外

に
在

る

の

で
あ

る
。
他
方

、
現
金

に
よ

る
支
彿

が
問
題
と

な

る
範
域

に
於

て
は

、
小

切
手
貸

方
勘

定

か
ら

現
金
が
引
出

さ
れ

る
の

で
あ

る
が
、
而

も
此

の
範
域

に
於

て
も
、
綿
出

の
全
部

が
現
金

に
よ

っ
て
な
さ
れ

る
の
で
は
な

く
、
言
は
ば

水
準

的
な

る
分
割

が
行

は

れ

る
の
で
あ

る
。
即

ち
例

へ
ば
、

工
業

経
螢

信
用

の
範
域

に
於

て
も

、
勢
賃
支
彿

の
爲

の
部
分

は
現
金

を
以

て
彿

出

さ

る
る
が

、
原

料
購

入

の
爲

の
部
分

に
は
、

現
金

に
よ

る
携
出

が
行

は
れ
な

い
。
而

も

、
勢

働
者

の
手

に
在

る
現
金

も
、
永

く
現
金

と
し

て
彼
等

の
手
中

に
存

す

る
の
で
は
な

く
、
小
責
商

を
経

て
卸

真
南

に
達

し

た
時

に
は
、
小
切
手
形

式

叉
は
振
替

形
式

を
採

る
の
で
あ

る
。
斯

く
て
今

日

の
肚
會

に
於

て
は
、
現

金

に
よ

る
取
引

は
、
全

取
引

の
極

小
部

分
を
占

む

る
に
過
ぎ

な

い
と
、
言

ひ
得

る
で
あ
ら

う
。

信
用
損
張

と
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
春

四
二
三

第
三
號

「
〇
七

52)拙 稿=飾 揚(経 済論 叢 第 三 十巻 第 六號 八一一頁 、八二 頁)

53)同 上 、(縄 濟 論叢 第 三十一 巻 第一 號)参 照



信
展

張
、
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
巻

璽

一四

第
三
號

δ

八

次
に
、
個
々
の
信
用
に
於
て
、
現
金
鋳

す
・
霧

が
時
間
的
に
喰
違

っ
て
笙

す
る
も
の
な
る
故
・
若

鮎

よ
り
も
、
小
額

の
現
金
を
以
て
、
態

多
額
の
信
用

に
封
ず
る
支
彿
の
役
目
を
果
し
得

る
の
で
あ
る
・
只
三
ヶ
月

季
末
に
は
、
比
較
的
多
額
の
現
金
を
必
要
と
す
・
の
で
あ
・
が
、
斯
か
・
時
期
は
・
叢

引
期
間
の

示

募

を

占

む

る

に
過

ぎ
ざ

る
故

、
之

に
謁

し
て
は
、
中

央
銀
行

よ
り
融

通

を
受

く
れ
ば

足

る
の
で
あ

翻
。

以
上

に
は
り

て
明

か
な

.。
如

-
、

↑

・
に
よ
れ
ば

、
纂

的
支

摯

段

の
重
要

は

・
含

甚

だ
微

々
た

る

も

の

に
し

て
、
催
合

、
肚
會

の
支
彿
慣

習
が

一
定
不
憂

の
も
の
と

す

る
も

、
猫

、
貨

幣

の
存
在
量

を
以

て
、
信
用

緩

鋳

す
・。
制
限
・。
見
.。
を
得
な
い
の
で
あ
・
。
殊
に
、銀
行
の
謹

・
し
て
間
擁

動
禁

存
す
る
な

ら
ば
・

何
歴

て
も
叢

ひ

⇔
弊

け
.
中
央
碧

」オ

幕

の
供
給
を
詳

得
る
が
瞥

,
銀
行
硅

殆
ん
ど
無
限

に

信
用

振
張

を
爲

し
得

る
の

で
あ

る
。

今

、
此

の
相
反

す

る
二

つ
の
主
張

を
比
較

す

る

に
、

ハ
ー

ン
の
如

く
、
現
金

に
よ

る
支
沸
を
無

視
す

る
事

は
、

徐
り
縁

端
な
ら
ん
も
、
而
蕎

、
信
用
の
縷

が
現
存
の
纂

芒

　

て
嚴
密
に
墾

さ
れ
る
・

と
見
華

も
、
亦
當
を
映
い
て
る
・
。
帥
ち
、
書

の
轟

薯

は
隆

定
し
た

る
も
の
に
し
て
、
現
金
に
よ
る
支
禦

・

今
後
荷

其

の
重
要

さ
を
失

は
な

い
と

心
て
も

、
斯

か

る
支
彿

手
段

に
關

七
て
は
、
中
央

銀
行
が

、
信
用
銀
行

の
信

も

用
旛

張

に
追
随
す
可

き
も

の
、
と

見

を

ハ
ー

ン
の
説

に
、
又
償

値
あ

る
を

認

め
ね
ば
な

ら

ぬ
の
で
あ

る
。

斯

-

て
、

一
国

の
銀

行
組

撃

禽

と
し

て
見

・
場
倉

於

て
も
、
個

々
の
銀
行

の
場

倉

於

け

る
と
等

し
く
・

信
用
裾
張

に
際

し

て
考

慮
す

可
き
鮎

は
、
貨
幣

的
流
動
性

よ
り

も
、
寧

ろ
間
接
流
動
性

に
存
す

る
も

の
と

・
言

び

得

る
の

で
あ

る
。

只

、
今

の
場

合

に
於

て
は
、

一
国

に
唯

一
個

の
信
用
銀

行
が
存
在

す

る
も

の
・
と
考

へ
得
ら

れ

る
が
故

に
、
そ
の
間
接
蕩

性
の
意
味
が
、
前
者
の
場
合
考

も
、
雰

限
定
せ
ら
れ
る
鮎
に
・
薯

の
差
異
が

54)
55)
56)
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存

す

る
の
み
で
あ

る
。
即
ち

v
此

の
場
合

に
は
、
銀

行

の
資
産

を
ば

、
貨

幣
(
信
用
)

市
場

に
於

て
責

卸
す

る
が
如

き
事
無

く
、
軍

に
、
中

央
銀
行

に
よ
り

て
受

入
れ
ら

る
れ
ば

、
其
庭

に
間
接

流
動
性

が
存

す

る
も

の
と
、
見
ら

れ

る
の
で
あ

る
。

然

し
乍

ら
、
此

の
場

合

に
於

て
は
、
明

か

に
、
経

済

的
流
動
性

の
如

き
も

の
は
存
在

の
鈴
地
な

く
、
叉

、
個

々

の
銀
行

の
場

合

に
見
ら

れ
し
が
如

き
、
銀

行
相
互

間

の
債
務

の
不
均
衡

も
、
存
在
し
得
ざ

る
故

、
銀
行

は
、
遙

か

幽

p

節

に
大

な

る
信
用
籏

張
力

を
有

す

る
も

の
、
と
言

は
ね

ば
な
ら

な

い
。

、
五
、
詰

昌高

場
上

、
私
は
、
先

づ
今

日
銀
行
流

動
性

と

呼
ば

る

る
も
の
が
如
何
な

る
意
味

に
用
ひ
ら

れ

て
る

る
か
を
確

め
、

衣

に
は
斯

か

る
流

動
性

の
考
慮

が
信
用
旛
…張

の
範

園
を
決

定
す

る
と
言

は

る
る
の
は
如
何

な

る
意

味

に
於

て

で
あ

る
か
、
而

し

て
更

に
は
、
斯

か

る
流
動
性

が

一
國

の
銀
行

組
織

を
全
禮

と
し

て
見

た
る
場

合

に
於

て
如
何

な

る
意

義

を
有

す

る
か
、
を
究

め
た

の

で
あ

る
。

即
ち

、
銀
行
流

動
性

な

る
言
葉

は
種

々
の
意
味

に
用
ひ
ら

る
る
も
、
要

す

る
に
そ
れ

は
、
銀
行

の
総

て
の
流
動

資
産

を
以

て
そ

の
債
務

を
履

行

し
得

る
能

力
と

、
解

せ
ら

れ
得

可

く
、
所
謂
支
彿
準
備

と
異

る
貼

は
、
そ

の
本
質

が

銀
行

自
身

の
資
産

の
責

却
可
能
性

に
存
す

る
事

を
明

か

に
し
た

の
で
あ

る
。
從

っ
て
、
個

々
の
銀
行

に
於

け

る

信
用
振

張

の
範

圃

に
謝

し

て
、
決

定
的
根
糠

を
與

ふ
る
も

の
は
、
そ

の
現
金
準
備
高

よ
り
も
寧
ろ

そ

の
投
資

の
流

動
性

に
存
す

る
も

の
と
見
ら

る
可

く
、

ハ
ー

ン
の
叙

述
を
借

り
て
、
其

の
然

る
所
以
を
述

べ
た

の
で
あ

る
。
即
ち

、

従
来

の
考

へ
方

に
よ

れ
ば
、
銀
行

は

、
そ

の
債
務
額

の

一
定
割
合
(例
之
二
割
)
の
現

金
準
備

を
有

す
れ
ば
、
以

て
貨
幣

信
用
振
張
と
銀
行
沸
動
性

第
三
+
三
巻

四
一一五

第
三
號

5

洗
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信
用
獲

、
銀
行
流
動
性

第
三
+
三
巻

璽

一六

第
三
號

=

。

的
流
動
性
は
充
分
に
存
す
・
も
の
と
せ
論

た
の
で
あ
・
。
然
・
に
ぞ

ン
に
よ
れ
ば
、如
何
な

る
時
に
於
て
も
・

惹

く
も
銀
行
が
纂

を
以
て
其
の
霧

を
履
行
し
得
ざ
・
限
り
は
、
そ
・
に
は
纂

的
鶴

性
は
奪

ざ
る
も

の
と
考

へ
ら
れ
・
の
で
あ
・
。
故

に
叢

準
備
の
行
は
れ
得
ぎ

近
代
の
銀
行
は
、
原
則

と
し
て
総
て
非
流
動
的

な

も

の

で
あ

る
が

、

そ

の
非

流

動

性

は

、
實

は
潜

在

的

な

る
も

の

に
し

て
、

實

際

上

に
於

て

は
、

(
間
接
流
動
性
及
び
・

善

時
に
於
け
る
中
央
銀
行
の
霧

に
よ
り
て
)
嘗

絶

嵩

嘉

動
性

を
示

す

の

で
瓢

。
而
し

て

斯

か
る

↑

ン
の
考

へ
方

は

、
稟

だ
批
評

の
鑑

は
存
す

・
も
書

、
多

-

の
人

々
が
言

は
ん

と
欲

し

て
璽

口
ひ
得
ざ

り
し
所
を

・
巧

に
言

ひ

表

は

し

た

る
も

の
.と

考

へ
ら

れ

る

。

欝
駅
剛溺
斜
癖

錯

痛
加熱

計
謀

簿

麟

旗珊難

難

嚇

な
　
よ

り

　

で

た

る

も

の

で

あ

る

む
ヒ
と

　　　ロ
っ

て

ゐ

あ

む

最
後

に
、

薗

の
銀
行
懇

塞

膿

と
し
て
見

・
見

方
、
即

ち

一
国

に
只

一
個

の
銀
行

の
み
が
存
す

る
が
如

き

見
方

・は
、
勿

塗

の
藩

に
・過
ぎ
な

い
が

、
而

も
街

、
我

々
に
重
大

な

る
暗
示

を
真

倉

も

の

で
あ

る
・
即

ち
・

譜

斯

か

る
場
合

に
於

て
は
、
銀
行

は
、
若

・
中

央
銀
行

・

の
連
絡

・

へ
保

ち
鴛

ば

(
之
書

・
↑

・
は
殆
ん
・
重
要
　

浮

動臨
め
な
.
の
で
あ
る
が
)
、
凄

上
無

限

に
鯖

を
婆

し
得

・
・

の
に
し

て
、

一
銀
行

が
他
銀
行

に
謝

し

て
奨

の
債

留

攣
蕪

無

顯

無

難
脇編
蕪

辞

藷

瀦
獅
騨
欧臆

ら
れ

、
事

と
も

な

れ
ば

、
根
合

恐
慌

に
際
・し
て
も

、
容
易

に
其

の
矯

よ
り
免
が

れ

、
以

て
塞

に
・
信
擢

張

H
肌

を
糧
績

す

る
事

が
出

来

る
で
あ
ら

う
。

胸
回


